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【手続補正書】
【提出日】平成27年7月15日(2015.7.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　複数の態様により操作することが可能な操作手段と、
　操作手段に対する各態様の操作を促進する促進演出を実行する促進演出実行手段と、
　促進演出の実行に応じて操作手段が操作されたことを条件に、前記有利状態に制御され
ることを示唆する示唆演出を実行する示唆演出実行手段と、
　を備え、
　前記示唆演出実行手段は、
　複数の態様のうち、促進演出により促進した態様により操作手段が操作されたときに、
前記示唆演出を実行する第１示唆演出実行手段と、
　複数の態様のうち、促進演出により促進した態様とは異なる態様により操作手段が操作
されたときに、所定の割合で前記示唆演出を実行する第２示唆演出実行手段と、を含み、
　前記第２示唆演出実行手段は、遊技状態が遊技者にとって有利な状態であるか否かに応
じて異なる割合で前記示唆演出を実行する、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　複数の態様により操作することが可能な操作手段と、
　操作手段に対する各態様の操作を促進する促進演出を実行する促進演出実行手段と、
　促進演出の実行に応じて操作手段が操作されたことを条件に、前記有利状態に制御され
ることを示唆する示唆演出を実行する示唆演出実行手段と、
　を備え、
　前記示唆演出実行手段は、
　複数の態様のうち、促進演出により促進した態様により操作手段が操作されたときに、
前記示唆演出を実行する第１示唆演出実行手段と、
　複数の態様のうち、促進演出により促進した態様とは異なる態様により操作手段が操作
されたときに、所定の割合で前記示唆演出を実行する第２示唆演出実行手段と、を含み、
　前記第２示唆演出実行手段は、該示唆演出が実行されるときの可変表示が前記有利状態
に制御されるときに実行されやすい特別リーチ状態であるか否かに応じて異なる割合で前
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記示唆演出を実行する、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機に関す
る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、遊技の興趣が低下してしまう
ことを回避できる遊技機を提供することを目的とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技機は、
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機（パチンコ遊技機
１）であって、
　複数の態様（例えば、押圧操作や傾倒操作等）により操作することが可能な操作手段（
プッシュボタン５１６、操作レバー６００）と、
　操作手段に対する各態様の操作を促進する促進演出を実行する促進演出実行手段と、
　促進演出の実行に応じて操作手段が操作されたことを条件に、前記有利状態に制御され
ることを示唆する示唆演出（大当り予告演出）を実行する示唆演出実行手段（演出制御用
ＣＰＵ１２０が、ステップＳ８４２において予告演出処理を実行する部分）と、
　を備え、
　前記示唆演出実行手段は、
　複数の態様のうち、促進演出により促進した態様により操作手段が操作されたときに、
前記示唆演出を実行する第１示唆演出実行手段｛演出制御用ＣＰＵ１２０が、ステップＳ
５５１で決定された種別に対応するセリフ予告を実行する部分、図４０（Ｃ）（Ｃ’）（
Ｄ）／図４１参照｝と、
　複数の態様のうち、促進演出により促進した態様とは異なる態様により操作手段が操作
されたときに、所定の割合で前記示唆演出を実行する第２示唆演出実行手段｛演出制御用
ＣＰＵ１２０が、ステップＳ５５４で決定された種別に対応するセリフ予告を実行する部
分、図４０（Ｃ）（Ｃ’）（Ｄ）（Ｄ’）／図４１参照｝と、を含み、
　前記第２示唆演出実行手段は、遊技状態が遊技者にとって有利な状態であるか否かに応
じて異なる割合で前記示唆演出を実行する（演出制御用ＣＰＵ１２０が、ステップＳ５５
４において、図３８（Ｂ）に示すセリフ予告種別判定テーブルに基づいてセリフ予告を実
行するか否かを判定し、ステップＳ５５５において実行すると判定した場合、ステップＳ
５５２でセットしたプロセスデータに基づいてセリフ予告を実行する部分）、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技の興趣が低下してしまうことを回避できる。
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　尚、前記遊技価値は、例えば、遊技者が多くの遊技媒体を獲得できる遊技者にとって有
利な特定遊技状態（大当り等）や、獲得できる遊技媒体の期待値が異なる複数種類の特定
遊技状態（ラウンド数が異なる大当り等）や、通常遊技状態よりも賞球払出の条件が成立
しやすくなる高ベース状態（時短状態）や、前記特定遊技状態となる確率が高い高確率遊
技状態（高確率状態）等、遊技者にとって遊技媒体やポイント、点数等を獲得するために
有利となるものであって該遊技者に対して直接的に付与されるものだけではなく、例えば
、前記特定遊技状態となる確率が高い場合においてのみ出現する特別リーチ状態（スーパ
ーリーチ）や、該演出状態が発生しやすい遊技状態等の、遊技者に対して遊技媒体を獲得
するために直接的に付与されるもの以外のものも含まれる。
　また、前記所定の遊技価値の付与について示唆することには、遊技価値を付与すること
が事前決定された後、該事前決定された遊技価値の付与が実行されるまでの間において、
該事前決定された遊技価値が付与される可能性について示唆（予告）することや、遊技価
値の付与が遊技者に明確に示唆されることなく既に実行されているときに、該遊技価値が
付与されている可能性について示唆（例えば、内部高確率状態示唆等）すること等が含ま
れる。
　また、前記遊技者にとって有利な状態とは、前記特定遊技状態、前記高ベース状態、前
記高確率遊技状態、前記特別リーチ状態等が含まれる。
　また、前記操作手段は、一の操作部（例えば、ボタン）を有し、該一の操作部を複数の
態様（例えば、単発押しと長押し）にて操作可能なものであってもよいし、あるいは、複
数の操作部（例えば、ボタンとレバー）を有し、該複数の操作部を複数の態様（例えば、
ボタンのみ操作、レバーのみ操作、ボタン及びレバー双方を操作）にて操作可能なもので
あってもよい。
　本発明の請求項２に記載の遊技機は、
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　複数の態様により操作することが可能な操作手段と、
　操作手段に対する各態様の操作を促進する促進演出を実行する促進演出実行手段と、
　促進演出の実行に応じて操作手段が操作されたことを条件に、前記有利状態に制御され
ることを示唆する示唆演出を実行する示唆演出実行手段と、
　を備え、
　前記示唆演出実行手段は、
　複数の態様のうち、促進演出により促進した態様により操作手段が操作されたときに、
前記示唆演出を実行する第１示唆演出実行手段と、
　複数の態様のうち、促進演出により促進した態様とは異なる態様により操作手段が操作
されたときに、所定の割合で前記示唆演出を実行する第２示唆演出実行手段と、を含み、
　前記第２示唆演出実行手段は、該示唆演出が実行されるときの可変表示が前記有利状態
に制御されるときに実行されやすい特別リーチ状態であるか否かに応じて異なる割合で前
記示唆演出を実行する、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技の興趣が低下してしまうことを回避できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の手段１に記載の遊技機は、請求項１または２に記載の遊技機であって、
　前記第２示唆演出実行手段は、遊技者にとって有利な状態（例えば、高確率状態）であ
るとき、有利な状態でないとき（例えば、低確率状態）よりも高い割合で前記示唆演出を
実行する（演出制御用ＣＰＵ１２０が、ステップＳ５５４において、図３８（Ｂ）に示す
セリフ予告種別判定テーブルに基づいてセリフ予告を実行するか否かを判定し、ステップ
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Ｓ５５５において実行すると判定した場合、ステップＳ５５２でセットしたプロセスデー
タに基づいてセリフ予告を実行する部分）、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、有利な状態であるときには示唆演出が実行されやすくなるので、示
唆演出の実行により有利な状態に対する遊技者の期待感を向上させることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の手段２に記載の遊技機は、請求項１、請求項２、手段１のいずれかに記載の遊
技機であって、
　遊技の制御を行う遊技制御手段（遊技制御用マイクロコンピュータ１５６）と、
　可変表示の表示結果が導出されるまでに、前記有利状態（例えば、大当り遊技状態等）
に制御するか否かを決定する事前決定手段（演出制御用ＣＰＵ１２０が、特別図柄通常処
理を実行する部分）と、を備え、
　前記事前決定手段は、前記有利状態として遊技者にとって有利な特定遊技状態（大当り
遊技状態）に制御するか否かを決定可能であり、
　前記遊技制御手段は、前記特定遊技状態が終了したことに基づいて、前記事前決定手段
が通常遊技状態よりも高い割合で前記特定遊技状態に制御することを決定する特別遊技状
態（確変状態）に制御可能であり（演出制御用ＣＰＵ１２０が、大当り終了処理において
確変フラグをセットする部分）、
　前記第２示唆演出実行手段は、前記特別遊技状態であるときに、遊技者にとって有利な
状態であるとして、有利な状態でないときよりも高い割合で前記示唆演出を実行する（演
出制御用ＣＰＵ１２０が、確変状態のときに通常状態のときよりも高い確率でセリフ予告
を実行することを決定する部分）、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、特別遊技状態であるときには示唆演出が実行されやすくなるので、
示唆演出の実行により特別遊技状態に対する遊技者の期待感を向上させることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の手段３に記載の遊技機は、請求項１、請求項２、手段１、手段２のいずれかに
記載の遊技機であって、
　前記示唆演出実行手段は、複数種類の前記示唆演出のうちいずれかを実行可能であり（
演出制御用ＣＰＵ１２０が、ステップＳ８２３において予告演出決定処理を実行する部分
）、
　前記第２示唆演出実行手段は、前記示唆演出の種類に応じて異なる割合で該示唆演出を
実行する（演出制御用ＣＰＵ１２０が、予告演出決定処理において決定された予告演出の
種別に応じて異なる割合で予告を実行する部分）、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、演出の種別によっても示唆演出の実行割合が変わるので、示唆演出
の実行状況が単調化することを防止できる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の手段４に記載の遊技機は、請求項１、請求項２、手段１～３のいずれかに記載
の遊技機であって、
　前記第２示唆演出実行手段は、遊技者にとって有利な状態であるときに、遊技者にとっ
て有利な状態ではないときには実行しない特定示唆演出を所定の割合で実行する（演出制
御用ＣＰＵ１２０が、例えば確変状態であるときに、非確変状態では実行しないプレミア
演出を実行可能である部分）、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、特定示唆演出が実行されることに対する遊技者の期待感が高まるた
め、促進された態様とは異なる態様で操作した場合の遊技の興趣が向上する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明の手段５に記載の遊技機は、請求項１、請求項２、手段１～４のいずれかに記載
の遊技機であって、
　前記促進演出（図４０（Ｃ）（Ｃ’）参照）の実行が開始されてから所定期間｛受付け
期間、例えば５秒｝が経過するまでに前記複数の態様の操作を受付けたときに、該受付け
た複数の態様の操作のうちいずれかを、前記促進演出に応じた対応操作態様として特定す
る操作態様特定手段（演出制御用ＣＰＵ１２０が、図３９（Ａ）において受付け期間が経
過するまでにボタン操作またはレバー操作が検出された場合は操作を受付ける部分）を備
え、
　前記操作態様特定手段は、前記促進演出の実行が開始されてから最初に受付けた操作の
態様を前記対応操作態様として特定し、その後前記所定期間が経過するまでに受付けた操
作の態様は前記対応操作態様として特定しない（演出制御用ＣＰＵ１２０が、図３９（Ａ
）において受付け期間が経過するまでにボタン操作またはレバー操作を受付けた場合、そ
の後の操作検出を無効とする部分）、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、促進演出の実行に応じて複数の態様の操作が無造作に行われること
を回避できる。
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